
迎
春

周防国分寺金堂（防府市）

暴力団の存在しない明るく住みよい山口県の実現

主な内容
◆年頭所感（山口県暴力追放運動推進センター 会長）　　◆年頭挨拶（山口県警察本部長）
◆県内の暴力団情勢
◆第 32 回山口県暴力追放県民大会の開催　　◆地域・職域における暴力排除活動
◆暴力団に対する対応要領　　　　　　　　　◆暴力団追放「三ない運動+１」の推進

暴力団　断ち切る勇気が　未来を創る（全国統一標語）

暴追やまぐち
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TEL 083（923）8930 ／ FAX 083（923）8704 ／ https://www.boutsui-yamaguchi.com
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暴力団追放
「三ない運動＋１」の推進
暴力団を「利用しない」
暴力団に「金を出さない」
暴力団を「恐れない」
暴力団と「交際しない」
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　新年明けましておめでとうございます。
　皆様方には、ご家族おそろいで新春をお迎えの
ことと謹んでお慶び申し上げます。

　県民の皆様には、平素から当センターの事業活
動に格別のご理解とご支援を賜っておりますこと
に厚く御礼を申し上げます。
　とりわけ賛助会員の皆様には、現下の厳しい経
済情勢の中、当センターの財源確保に変わらぬご
支援を賜り、心より感謝申し上げます。

　当センターは、平成４年５月の設立以来、県警察、
弁護士会をはじめ、関係機関・団体と緊密に連携
しながら、安全で住みよい地域社会の実現に向け
た暴力団排除活動を推進して参りました。
　昨年10月22日に長門市で開催しました、第32回山
口県暴力追放県民大会においては、初の試みとして、
地元の大津緑洋高校吹奏楽部の皆さんと山口県警
音楽隊による合同演奏で、若い力により暴追運動
の底上げを強力に支援して頂きましたが、これか
らは、若い世代への暴排意識の啓蒙も益々必要で
あると考えております。

　さて、最近の暴力団情勢は、警察当局の厳しい

取締りに加え、社会全体における暴力団排除気運
の高まり等から、全国、県内とも暴力団勢力は減
少の一途を辿っております。
　しかし、暴力団は表面上の勢力数が減少してい
るものの、社会経済の情勢の変化に応じて資金源
活動を多様化させて組織の維持を図っております。
　また、近年深刻な問題となっている闇バイトを
利用した強盗・詐欺等事件を頻発させている「匿名・
流動型犯罪グループ」等とも深く結びついている疑
いが強く、組織実態や活動実態を益々不透明化させ、
県民生活に脅威を与え続けております。

　暴力団の排除、壊滅は、警察や暴追センターの
みでなし得るものではなく、これを実現するため
には、県民一人ひとりが暴力団との関係を断ち切
る強い意思と勇気を持ち、暴力団を「利用しない・
恐れない・金を出さない」プラス「交際しない」の
３ない運動プラス１(ワン)を徹底し、実践すること
が極めて重要でございます。
　当センターといたしましては、今後も、関係機
関・団体、地域・職域の皆様との連携を図りながら、
暴力団排除のための各種事業活動に不断の努力を
いたす所存でございますので、引き続き皆様方の
ご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申
し上げます。

　結びに、皆様のさらなるご健勝とご多幸を心よ
りお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。

（公財）山口県暴力追放運動推進センター（公財）山口県暴力追放運動推進センター
会　長　会　長　光　井　一　彦光　井　一　彦

年 頭 所 感

　明けましておめでとうございます。

　皆様方には、平素から警察行政の各般にわたり、
格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼を申し上
げます。

　さて、最近の暴力団情勢は、皆様の暴力団排除
への取組のおかげで、勢力は減少傾向にありますが、
県内には七代目合田一家などの暴力団が依然とし
て存在し、違法な資金獲得活動を行っています。

　また、闇サイトなどを介して犯罪集団が離合集散
しながら、特殊詐欺や強盗などの犯罪を繰り返す「匿
名・流動型犯罪グループ」の存在が治安対策上の脅
威となっていますが、暴力団がこの種の犯罪グルー
プの黒幕となり犯罪に深く関与している実態がう
かがわれます。

　県警察としましては、暴力団や匿名・流動型犯
罪グループを始めとした反社会的勢力の壊滅に向
けて取締りを徹底するとともに、暴力追放運動推
進センターと緊密な連携の下、暴力団排除に取り
組む方々に最大限の支援をしてまいりますので、
今後とも、より一層のご協力をお願い申し上げます。

結びに、皆様方のご健勝とご多幸を心より祈念し
まして、年頭のご挨拶といたします。

山口県警察本部長山口県警察本部長
 　 　熊　坂　　隆熊　坂　　隆

年 頭 の ご 挨 拶
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令和6年11月末現在

山口県内暴力団分布図
● 七代目合田一家　 15組織
● 六代目山口組　　　3組織
● 神戸山口組　　　　1組織
● 五代目工藤會　　　1組織
 合計　　　　　　　20組織
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約 21.6％
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約 21.6％

合田一家
約 45.6％

暴力団構成員等の組織別割合
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【暴力団の勢力】
　県内では、令和６年11月末現在、七代目合田一家
や神戸山口組、六代目山口組、五代目工藤會の４団
体20組織、約120人の暴力団構成員等を把握して
います。
　昨今、暴力団勢力は減少傾向にありますが、従来
からの違法な資金獲得犯罪に加え、社会情勢の変
化等に応じて様々な犯罪手口を編み出しており、社
会問題となっている特殊詐欺を暴力団員が主導して
いる例も多数存在します。
　また、「匿名・流動型犯罪グループ」が特殊詐欺や
連続強盗等の事件を敢行していますが、その背後に
は暴力団の存在が強く窺われるところであり、県警
察では、暴力団及び匿名・流動型犯罪グループの壊
滅に向けて各種法令を駆使した取締りの強化、有力
情報の収集に努めています。

【取締り等の状況】
　令和６年中、山口県警察では恐喝、覚醒剤取締法、
商標法違反事件などで、暴力団関係者30人（11月
末現在）を検挙しています。
　また、七代目合田一家傘下組織の組長が無職男性
と共に、知人男性に対して金品を不当に要求した事
案について、組長の不当贈与要求行為と、無職男性
の現場助勢行為に対して、暴力団対策法に基づく中
止命令を発出しています。

【暴力団排除活動の推進】
　暴力団対策については、警察の取締りに加え、社
会全体が連携して、県民生活や経済活動の場から暴
力団を排除し、暴力団に流れる資金源を遮断するこ
とで組織の維持そのものを困難にさせることが重要
です。
　県警察では、各種業界と暴力団との関係遮断に必
要な暴力団情報の提供等に取り組んでいるほか、暴
力追放運動推進センター、弁護士会、行政機関、各
種団体等との連携を強化し、県民や事業者による暴
力団排除に向けた取組を支援しています。

山口県警察本部　刑事部組織犯罪対策課

県内の暴力団 情勢
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　令和６年10月22日（火）、「ルネッサな
がと」において、県西部を中心に約350
人の皆様方の参加を得て、「第32回山口
県暴力追放県民大会」が開催されまし
た。

第32回山口県暴力追放県民大会の開催

Ⅰ　感謝状・表彰状の贈呈

光井暴追センター会長 平屋山口県副知事

第１部

大会会場風景

・山口県飲食業生活衛生同業組合長門支部　様
・株式会社Ｋ．Ｐｒｏｊｅｃｔ　様
・林　照夫　様
・宮原　辰夫　様

暴力追放功労表彰状

・長門大津地区金融防犯協力会　様
・山口県建設業協会長門支部　様
・医療法人天野内科胃腸科医院　様
・湯本温泉旅館協同組合　様

暴力追放功労感謝状

江原長門市長熊坂警察本部長

山口県飲食業生活衛生同業組合光支部　様
土田　謙道　様

中国ブロック暴力追放功労表彰状
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Ⅱ 基調報告　「山口県の暴力団情勢」

特別講演「犯罪・暴力団を生まない“入口
暴排”は子どもの健全育成と非行防止」

アトラクション
第２部 第３部

原田刑事部長

Ⅲ 大会宣言

長門市ＰＴＡ連合会　吉津様

スクールカウンセラー・公認心理師・保護司
安永様

県立大津緑葉高校吹奏楽部と山口県警察音楽隊の合同演奏

　令和６年11月21日、明治記念会館（東京都）で
開催された「全国暴力追放運動中央大会」において、
長年にわたり暴力追放運動に功労のあった

山口県宅地建物取引業協会　様

が暴力追放功労団体表彰を受賞されました。

　全 国 大 会 団 体 表 彰
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地域・職域における暴力排除活動

責任者講習会等の開催
　令和６年中、各種業等を対象とする不当要求防
止責任者講習や各事業所等を対象とした暴排講習
会を新型コロナウイルス感染症対策に配慮た上で
合計43回開催し、暴力団等反社会的勢力による不
当要求への対応要領、暴排条項等を活用した関係
遮断等についての講習を実施しました。

少年への暴力団からの影響を排除する活動
　少年への暴力団からの影響を排除する活動の
一環として、県警本部少年課の薬物乱用教室の
機会に併せて、中学・高校において、暴力団等
への加入防止についての教室を実施しました。

地域における暴力追放運動協議会の開催
　各地区において、暴力追放運動協議会が開催
され、令和５年度事業報告、令和５年度収支決
算及び監査報告、令和６年度事業計画（案）、令
和６年度収支予算（案）、役職員の改選について
承認されました。

地域における暴排活動
　各地区暴力追放運動協議会等を主体とした暴排
活動が推進されたほか、７月５日には下関市彦島
地区において暴力追放住民集会後、暴力追放パ
レードが地域住民主催により実施されました。
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暴力団に対する対応要領
■ 平素の準備

■ 有事（不当要求を受けたとき）の対応

警察・暴追センター
等との連携

　平素から警察や暴力追
放運動推進センター等と
連携し、連絡体制を構築
する。

暴力団排除条項の
導入

　契約等の際、暴力団等
反社会的勢力を排除する
ための契約解除条項等を
導入する。

体制作り

　あらかじめ対応マニュ
アルを作成し、対応責任
者を指定する。

トップの危機管理

　「不当要求には毅然と
して対応する」という方
針を確立する。

１.  来訪者のチェック
と確認

　受付員は、来訪者の氏
名、用件等を確認し、対
応責任者に連絡する。

５. 対応時間

　最初に対応時間を明確
に示し、時間は可能な限
り短くする。

６.言動に注意する

　相手方は、失言等をと
らえて追求してくるので、
不用意な言動はしない。

７. 書類等は作成しない

　相手方から、念書等を
要求されても、絶対に応
じない。

８.  トップには対応
　  させない

　最終決定権のある会社
のトップ等には対応させ
ない。

９. 約束はしない

　不当要求に対しては、
安易な回答や約束はしな
い。

10.  湯茶等の
　   接待はしない

　相手方に対しては、湯
茶等の接待はしない。

11. 対応内容の記録

　対応内容は、メモや録
音により記録する。

12.  機を失せず警察に
通報

　違法行為に対しては、
機を失せず警察に通報す
る。

２. 相手・用件の確認

　応対者は、再度、相手
の氏名、用件等を確実に
確認する。

３. 対応場所の選定

　対応場所は、有事の際、
応援を求めることができ
る場所を選定する。相手
方事務所には絶対に赴か
ない。

４. 対応の人数

　常に相手より多い人数
で応対し、役割分担を決
めておく。



暴力追放相談電話
○ 暴力団が絡んでいるトラブルは、個人や一事業所では決して解決できません。
○ 一刻も早い相談こそが、早期解決の決め手です。
○ 「こんなことで」と思わず、気軽に相談をして下さい。

（公財）山口県暴力追放運動推進センター

電話 083（923）8930
ヤ      ク     ザ    ゼロ

暴力団に関する相談に、迷わず、恐れず、
気楽にご利用ください。

秘密厳守・無料相談

賛助会員を募集しています。賛助会員を募集しています。
入会の手続

入会をご希望の方は、
暴追センターまでご連
絡下さい。
「入会申込書」を送付
します。

賛助会費に対する優遇税制
暴追センターは、公益財
団法人ですから、賛助
会費は法人税法・所得
税法上の優遇措置を受
けられます。

年会費
法人・団体：一口（３万円）
　　　　　以上
個　  　人：一口（１万円）
　　　　　以上

賛助会員の特典
◯「賛助会員之証」を提供 
◯「暴排ステッカー」を
提供

◯機関誌等の暴排資料を
提供

入会の手続
入会をご希望の方
は、暴追センターま
でご連絡下さい。
「入会申込書」を送
付します。

暴追センターは、公益財団
法人ですから、賛助会費は
法人税法・所得税法上の
優遇措置を受けられます。

賛助会費に対する
優遇税制 法人・団体

   一口（３万円）以上
個人
   一口（１万円）以上

年会費
◯「賛助会員之証」を提供 
◯「暴排ステッカー」を提供
◯機関誌等の暴排資料を
提供

賛助会員の特典

賛助会員を募集しています。
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